
開発許可の手続きフロー

関係機関との調整・処理完了 ⑦

①－２

法第３３条　技術基準

⑥ 法第３２条　公共施設の管理者の同意等 法第３４条第１～１３号

②

①－１

①－３ ④ 法第３４条第１４号

法第７８条　審理・裁決

法第３３条　技術基準

県庁各課等 法第３４条（市街化調整区域）

⑤ 第１～１３号に該当する。 開発行為 建築工事

第１４号に該当する。 ・法第３５条

・工事着工 ・法第３６条　完了検査 ・法第３７条　建築制限

※１ 国の機関 ③ ⑦ ・検査済証の交付 ・法第４１条　建ぺい率等の指定

・法第３６条　完了公告 ・法第４２条　予定建築物等以外建築制限

※２ 県の機関 ・法第４６条　開発登録簿の調製 ・法第４３条　調整区域内の建築制限

・法第３４条の２ ・法第３５条の２

※３ 熊本県警 （５ｈa以上） 申請者による概要説明 法第３３条　技術基準

法第３４条（市街化調整区域）

※４ 市町村 第１～１３号に該当する。 ・法第３９条　管理引き継ぎ

第１４号に該当する。 ・法第４０条　土地の帰属

※５ 関係者

※１ 国管理の国道（交差点、接道等）や河川（排水放流等）等に対する協議・調整 手続きの流れ

その他関係法令に基づく関係機関と事前協議 ①－１ 申請者 国、市町村、関係者等

※２ 県管理の国・県道（交差点、接道等）や河川（排水放流等）等に対する協議・調整 ①－２ 申請者 建築課

※３ 交通処理、交差点計画、安全対策について、協議・調整 ①－３ 申請者 県庁各課等

※４ 全体計画について、市町村関係部署との協議・調整 ② 申請者 建築課

市町村管理の道路（交差点、接道等）や河川（排水放流等）等に対する協議・調整 ③ 申請者 県庁各課等

上下水道、里道、水路に対する協議・調整 ④ 建築課 申請者

※５ 地権者、地域住民、その他関係者に対する協議・調整 ⑤ 申請者 県庁各課等

※６ 一定の土地取引や出店計画について、県庁各課と事前協議 ⑥ 申請者 建築課

その他関係法令に基づく県庁各課と事前協議 ⑦ 申請者 建築課
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建築確認

建築課（開発許可等書類審査）

　　　付議　　　　　答申

法第３３条第１項第１４号　開発行為の同意

開発許可申請

大規模開発行為事前連絡会議

開発許可の手続きフロー②（大規模開発行為/5ha以上の開発行為）

土木部建築課

申　請　者

公共施設管理者

開発許可・不許可

熊本県開発審査会

工事完了検査

開発行為
変更許可

開発許可の特例・協議

既設の公共施設の管理者や新たに設

開発区域内の土地や権利を有する者
の同意

都市計画法、その他の法
令により許可の見込みが
あるか否かを判断

関係機関等と
協議・調整

・事前相談
・回答、指導等

許可の見込みがある
場合、事前連絡会議
申請書等を提出

事前連絡会議の
県庁各課等の意
見書を交付

県庁各課等の意見書に
基づき協議の実施

※６ 土地取引
や出店の届出等

申請者と県庁各
課等との質疑応
答及び意見交換

意見書に基づく協議
結果の報告


